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当社子会社（ＧＭＯ ＮＩＫＫＯ株式会社）による 

株式会社サイバードからのモバイル広告代理事業の譲受け 

及び正ののれんの発生に関するお知らせ 

 

当社は、平成 23 年 9 月 5日開催の取締役会において、平成 23 年 9 月 5日をもって当社子会社である

ＧＭＯ ＮＩＫＫＯ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：橋口 誠）と株式会社サイバード

（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：堀 主知ロバート）との間で、同社モバイル広告代理事業を

譲受けることを決議いたしました。なお、これに伴い正ののれんが発生しますので、下記のとおりお知

らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ．事業の譲受けについて 

 

1. 事業一部譲受の理由 

当社子会社であるＧＭＯ ＮＩＫＫＯ株式会社は、インタラクティブマーケティングを強みとする総

合インターネット広告会社としてインターネット広告代理店事業をおこなっており、業績は堅調に推

移しております。 

株式会社サイバードのモバイル広告代理店事業を譲受けることにより、ＧＭＯ ＮＩＫＫＯ株式会社

は、インターネット広告代理店事業の拡大ならびに市場競争力の維持強化を見込めることから、当事

業の譲受けを決定いたしました。 

 

2. 事業一部譲受の内容 

 （1）譲受事業の内容  モバイル広告代理店事業 

 （2）譲受事業の経営成績   

 平成 22 年 3 月期 平成 23 年 3 月期 

売上高 1,212 百万円 1,384 百万円 

売上総利益 191 百万円 205 百万円 

    ※注記 

該当事業区分では販売管理費の配賦をしておらず、営業利益及び経常利益は算出しておりません。 

 

（3）譲受資産及び負債  譲受内容に 資産および負債は対象としておりません。 

 （4）譲受価額及び決済方法 ①譲受価額：7,000 万円（消費税別） 

    ②決済方法：平成 23 年 9 月 5日に現金にて決済を行う予定です。 

 （5）事業譲受の方法  当社子会社のＧＭＯ ＮＩＫＫＯ株式会社が譲受けます。 

 



3．譲渡会社の概要 

（1）名称    株式会社サイバード 

（2）本店所在地   東京都渋谷区猿楽町 10-1 マンサード代官山 

（3）代表者の役職・氏名   代表取締役社長 堀 主知ロバート 

（4）事業内容    モバイルコンテンツサービスの提供およびモバイルビジネス支援 

クロスメディアソリューションの開発／提供 

モバイルマーケティング、モバイル広告/モバイルプロモーション、 

モバイルサイト構築、モバイルコマース、 

次世代プラットフォームの研究開発など 

（5）資本金の額   350 百万円（平成 23 年 3 月 31 日現在） 

（6）設立年月日   平成 18 年 10 月 2 日 

（7）純資産   2,649 百万円（平成 23 年 3 月 31 日現在） 

（8）総資産   5,272 百万円（平成 23 年 3 月 31 日現在） 

 （9）大株主    株式会社サイバードホールディングス 100％ 

 （10）当社との関係  ①資本関係：該当事項はありません。 

    ②人的関係：該当事項はありません。 

    ③取引関係：広告代理取引契約に基づく取引があります。 

    ④関連当事者への該当状況：該当事項はありません。 

 

4．譲受会社の概要 

（1）名称    ＧＭＯ ＮＩＫＫＯ株式会社 

（2）本店所在地   東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号 

（3）代表者の役職・氏名   代表取締役社長 橋口 誠 

（4）事業内容    インターネット広告（PC・モバイル）、SEM コンサルティング 

WEB サイトプロデュース、クロスメディア・プランニング 

コミュニケーション･プランニング、クリエイティブ 

（5）資本金の額   100 百万円（平成 22 年 12 月 31 日現在） 

（6）設立年月日   平成 21 年 8 月 3 日 

（7）純資産   111 百万円（平成 22 年 12 月 31 日現在） 

（8）総資産   1,223 百万円（平成 22 年 12 月 31 日現在） 

 （9）大株主    ＧＭＯアドパートナーズ株式会社 

 （10）当社との関係  ①資本関係：当社出資 100％ 

    ②人的関係：役員の兼務があります。 

    ③取引関係：広告代理取引契約に基づく取引等があります。 

 

5．事業譲受日程 

平成 23 年 9 月 5 日 事業譲受契約書承認取締役会 

 事業譲受契約書締結 

 事業譲受期日 

 

6. 会計処理の概要 

  「Ⅱ．正ののれんの発生について」をご覧ください。 

 

7．今後の見通し 

本件による今期（平成 23 年 12 月期）業績に与える影響については軽微であります。 

 

Ⅱ．正ののれんの発生について 

 

  本件の事業の譲受けについては企業結合に関する会計基準上の「取得」に該当する見込であります。

この処理に伴い、7,000 万円ののれんが発生する見込であり、これを 5 年間にわたり販売費及び一般

管理費として定額法による均等償却を行う予定であります。 

以上 


